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　町では、平成 14 年に現行タイプの指定ごみ袋になってからこれまでの間、製造原価の高騰や平成 26 年の消費
税増税の際も、ごみ袋料金に含まれる町のごみ処理手数料を下げることで、販売価格を据え置いてきました。
　しかし、昨今の製造原価の高騰や 10 月に予定されている消費税の引上げにあたって、販売価格を据え置くこと
が難しいため、10 月から指定ごみ袋の販売価格を改定します。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。
※ 10 月１日以降、現行の在庫がなくなり次第、袋１巻あたりの枚数が 20 枚から 18 枚、10 枚から９枚に変更し
　たものを販売します。１巻あたりの枚数を減らして税抜価格では現行の価格と同じ程度となるようにしました。
※ 袋の仕様そのものに変更はありませんので、価格改定前の袋もこれまでどおり使用できます。
※ 一人世帯向けの燃えないごみ小サイズを新たに設定し販売します。

指定ごみ袋の価格が変わります

問い合わせ先　住民課　生活環境グループ　☎ 62-2147　FAX 62-5155

▼ 改定後の価格
本体価格（税抜）種別・サイズ・枚数

18枚
9枚
18枚
18枚
18枚
9枚

486円
243円
369円
270円
468円
234円

税込販売価格
534円
267円
405円
297円
514円
257円

燃えるごみ

燃えないごみ

プラスチックごみ
18枚
18枚

大

中
小

中

小
大

297円
378円

326円
415円

◎ 事業系ごみの処理手数料も
　 変わります
　ごみ処理費用の増加や 10 月に予
定されている消費税の引上げなどに
伴い、10 月１日より清掃センター
に直接持ち込む事業系ごみの処理
手数料を 10kg につき 100 円から、
10kg につき 150 円に改定します。
　なお、一般家庭から出る家庭系ご
みの清掃センターへの直接持込み
手数料については、これまでどおり
50 円／ 10kg です。
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　三春町では、子育て世帯や若者の定住促進を目的として「平沢四合田住宅団地第１回分譲」を開始します。
▶ 分譲受付期間　９月２日（月）～ 20 日（金）
▶ 分譲受付日／受付時間／受付場所　▷ 平日／午前９時～午後５時／企業局（三春浄水場内）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ▷ 土・日曜日・祝日／午前 10 時～午後３時／平沢四合田団地（現地）
※ 申込方法や第１回分譲の主な申込資格要件は、広報と一緒に配布されるチラシをご覧ください。
▶ 分譲地の所在　福島県田村郡三春町大字平沢字谷戸地内　　▶ 分譲単価　15,150 円／㎡（≒ 50,000 円／坪）
※ 土地代のほかに、水道加入金および浄化槽を設置するための受益者分担金等が必要となります。

平沢四合田住宅団地第１回分譲申込受付開始

問い合わせ先　企業局　水道・宅造グループ　☎ 62-2500　FAX 62-2666

▼ 位置図および区画割図と分譲面積


